
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則
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改正 昭和五三年 六⽉⼀⼆⽇規則第六
〇号
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  昭和六⼆年 九⽉⼀四⽇規則第七
六号
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平成⼀三年 七⽉⼆四⽇規則第七
〇号

  平成⼀四年 三⽉⼆九⽇規則第四
⼋号

平成⼀六年 三⽉三〇⽇規則第三
⼆号

  平成⼀七年⼀⼆⽉⼆七⽇規則第⼀
⼆六号

平成⼀九年 三⽉⼆三⽇規則第⼀
四号

  平成⼀九年⼀⼆⽉⼆⼋⽇規則第六
七号

平成⼆〇年 三⽉⼆⼋⽇規則第三
四号

  平成⼆三年 三⽉⼆九⽇規則第⼆
五号

平成⼆四年 三⽉三〇⽇規則第⼆
⼆号

  平成⼆五年 三⽉⼆六⽇規則第九
号

平成⼆⼋年 三⽉⼆九⽇規則第⼆
三号

  平成⼆九年 九⽉⼆九⽇規則第三
七号

平成三〇年 三⽉三〇⽇規則第三
五号

  令和 元年 六⽉⼆⼋⽇規則第四
九号

令和 三年 三⽉三〇⽇規則第⼀
五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則（昭和四⼗七年愛知県規則第三⼗七号）の全部を改正する。
（趣旨）
第⼀条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四⼗五年法律第百三⼗七号。以下「法」という。）、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施⾏令（昭和四⼗六年政令第三百号。以下「令」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
⾏規則（昭和四⼗六年厚⽣省令第三⼗五号。以下「省令」という。）の施⾏に関する事項を定めるものとする。

追加〔平成⼆三年規則⼆五号〕
（再⽣利⽤個別指定の申請）
第⼆条 省令第九条第⼆号⼜は第⼗条の三第⼆号に規定する知事の指定（以下「再⽣利⽤個別指定」という。）を受けようとする

者は、対象産業廃棄物（再⽣利⽤されることが確実であると認められる産業廃棄物であつて当該再⽣利⽤個別指定に係るものを
いう。以下同じ。）の再⽣利⽤に関する事業計画（以下「再⽣利⽤個別指定事業計画」という。）を次に掲げる者と共同して作
成し、これを記載した再⽣利⽤個別指定業指定申請書（様式第⼀）に知事が必要と認める書類を添えて、知事に申請しなければ
ならない。
⼀ 対象産業廃棄物を排出する者（以下「排出事業者」という。）
⼆ 対象産業廃棄物の収集⼜は運搬（以下「再⽣輸送」という。）を業として⾏う者（以下「再⽣輸送業者」という。）
三 対象産業廃棄物の再⽣（以下「再⽣活⽤」という。）を業として⾏う者（以下「再⽣活⽤業者」という。）
四 対象産業廃棄物の再⽣によつて得られる物（以下「再⽣品」という。）の使⽤を業とする者（以下「再⽣品使⽤業者」とい

う。）
２ 再⽣利⽤個別指定事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

⼀ 排出事業者、再⽣輸送業者、再⽣活⽤業者及び再⽣品使⽤業者の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあつては、その代表者
の⽒名

⼆ 対象産業廃棄物の種類、再⽣輸送の区分（積替え⼜は保管の有無をいう。）及び再⽣活⽤の区分
三 再⽣品の種類及び使⽤⽅法



四 排出事業者、再⽣輸送業者、再⽣活⽤業者及び再⽣品使⽤業者の事業場の所在地
五 再⽣輸送の⽤に供する施設の種類及び数量
六 再⽣活⽤の⽤に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年⽉⽇及び処理能⼒

追加〔昭和五三年規則六〇号〕、⼀部改正〔平成四年規則六⼀号・⼆三年⼆五号〕
（再⽣利⽤個別指定の基準等）
第三条 知事は、再⽣利⽤個別指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その再⽣利⽤個別指定をするも

のとする。
⼀ 再⽣利⽤個別指定事業計画に係る排出事業者、再⽣輸送業者、再⽣活⽤業者及び再⽣品使⽤業者が次のいずれにも該当しな

いこと。
イ 法第⼗四条第五項第⼆号イからヘまでのいずれかに該当する者
ロ 省令第九条の三第⼀号に規定する特定不利益処分を受け、その特定不利益処分を受けた⽇から五年を経過しない者
ハ 法⼜は廃棄物の適正な処理の促進に関する条例（平成⼗五年愛知県条例第⼆号）の規定（知事が定めるものに限る。）に

違反し、その違反⾏為があつた⽇から五年を経過しない者
⼆ 再⽣利⽤個別指定事業計画に係る再⽣輸送の⽤に供する施設及び再⽣輸送業者の能⼒が省令第⼗条各号に掲げる基準に適合

するものであること。
三 再⽣利⽤個別指定事業計画に係る再⽣活⽤の⽤に供する施設及び再⽣活⽤業者の能⼒が省令第⼗条の五第⼀号イ及びロに掲

げる基準に適合するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が定める基準に適合すること。

２ 再⽣利⽤個別指定には、五年を超えない範囲内において有効期間を設けるほか、⽣活環境の保全上必要な条件を付することが
できる。

３ 知事は、再⽣利⽤個別指定をしたときは、再⽣利⽤個別指定業指定証（様式第⼆。以下「指定証」という。）を交付するもの
とする。

追加〔平成⼆三年規則⼆五号〕
（変更の再⽣利⽤個別指定）
第四条 再⽣利⽤個別指定を受けた者（以下「再⽣利⽤個別指定業者」という。）は、次に掲げる場合には、再⽣利⽤個別指定業

変更指定申請書（様式第三）に知事が必要と認める書類を添えて、その変更の再⽣利⽤個別指定を知事に申請しなければならな
い。
⼀ 再⽣利⽤個別指定事業計画に定める事項のうち、第⼆条第⼆項第⼆号⼜は第三号に規定する事項を変更するとき（その変更

が再⽣利⽤個別指定事業計画に係る事業の⼀部を廃⽌するものであるときを除く。）。
⼆ 再⽣利⽤個別指定事業計画に係る排出事業者、再⽣輸送業者、再⽣活⽤業者⼜は再⽣品使⽤業者を追加するとき。

２ 前条の規定は、前項の変更の再⽣利⽤個別指定について準⽤する。
追加〔平成⼆三年規則⼆五号〕

（再⽣利⽤個別指定の更新）
第五条 再⽣利⽤個別指定業者は、当該再⽣利⽤個別指定の更新を受けようとするときは、再⽣利⽤個別指定事業計画を排出事業

者、再⽣輸送業者、再⽣活⽤業者及び再⽣品使⽤業者と共同して作成し、これを記載した再⽣利⽤個別指定業指定更新申請書
（様式第四）に知事が必要と認める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

２ 第三条の規定は、前項の更新について準⽤する。
３ 第⼀項の更新の申請があつた場合において、当該申請に係る再⽣利⽤個別指定の有効期間の満了の⽇までにその申請に対する

処分がされないときは、当該申請に係る再⽣利⽤個別指定は、その再⽣利⽤個別指定の有効期間の満了後もその処分がされるま
での間は、なおその効⼒を有する。

４ 前項の場合において、再⽣利⽤個別指定の更新がされたときは、当該更新に係る再⽣利⽤個別指定の有効期間は、従前のその
再⽣利⽤個別指定の有効期間の満了の⽇の翌⽇から起算するものとする。

追加〔平成⼆三年規則⼆五号〕
（再⽣利⽤個別指定の変更等の届出）
第六条 再⽣利⽤個別指定業者は、再⽣利⽤個別指定事業計画に定める事項のうち第⼆条第⼆項各号に規定する事項に変更があつ

たとき（第四条第⼀項各号に掲げる場合及び再⽣利⽤個別指定に係る事業の⼀部を廃⽌するものであるときを除く。）は、その
⽇から⼗⽇（第⼆条第⼆項第⼀号に規定する事項のうち法⼈に係るものに変更があつたときは、三⼗⽇）以内に、再⽣利⽤個別
指定業変更届出書（様式第五）に知事が必要と認める書類を添えて、知事に届け出なければならない。

２ 再⽣利⽤個別指定業者は、当該再⽣利⽤個別指定に係る事業の全部⼜は⼀部を廃⽌したときは、その⽇から⼗⽇以内に、再⽣
利⽤個別指定業廃⽌届出書（様式第六）により知事に届け出なければならない。この場合において、事業の全部の廃⽌の届出に
あつては、指定証を添えなければならない。

３ 再⽣利⽤個別指定業者は、再⽣利⽤個別指定事業計画に係る排出事業者、再⽣輸送業者、再⽣活⽤業者⼜は再⽣品使⽤業者が
法第⼗四条第五項第⼆号イ（法第七条第五項第四号トに係るものを除く。）⼜は法第⼗四条第五項第⼆号ハからホまで（法第七
条第五項第四号ト⼜は第⼗四条第五項第⼆号ロに係るものを除く。）のいずれかに該当するに⾄つたときは、その事実を知つた
⽇から⼗四⽇以内に、再⽣利⽤個別指定業⽋格要件該当届出書（様式第七）により知事に届け出なければならない。

追加〔平成⼆三年規則⼆五号〕、⼀部改正〔平成⼆九年規則三七号〕
（再⽣利⽤個別指定に係る事業の実績報告）
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第七条 再⽣利⽤個別指定業者は、毎年六⽉三⼗⽇までに、その年の三⽉三⼗⼀⽇以前の⼀年間における再⽣利⽤個別指定事業計
画に係る事業に関し、再⽣利⽤個別指定事業計画に係る事業実績報告書（様式第⼋）を知事に提出しなければならない。

追加〔平成⼆三年規則⼆五号〕
（再⽣利⽤個別指定の取消し）
第⼋条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その再⽣利⽤個別指定を取り消すことができる。

⼀ 第三条第⼀項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
⼆ 再⽣利⽤個別指定業者が、不正の⼿段により再⽣利⽤個別指定（第五条第⼀項の再⽣利⽤個別指定の更新を含む。）⼜は第

四条第⼀項の変更の再⽣利⽤個別指定を受けたとき。
追加〔平成⼆三年規則⼆五号〕

（特別管理産業廃棄物を⽣ずる事業場等の設置等の報告）
第九条 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を⽣ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場を設置した⽇から三⼗⽇以内

に、次に掲げる事項を記載した特別管理産業廃棄物発⽣事業場設置報告書（様式第九）を知事に提出しなければならない。
⼀ ⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあつては、その代表者の⽒名
⼆ 事業場の名称及び所在地並びに設置年⽉⽇
三 事業場において⽣ずる特別管理産業廃棄物の種類
四 特別管理産業廃棄物管理責任者となる者の⽒名、職名及び資格

２ 前項の規定により特別管理産業廃棄物発⽣事業場設置報告書を提出した者は、同項第⼀号⼜は第⼆号に掲げる事項の変更（法
⼈の代表者の⽒名の変更を除く。）をしたときは、変更した⽇から三⼗⽇以内に、特別管理産業廃棄物発⽣事業場変更報告書
（様式第⼗）によりその旨を知事に報告しなければならない。

３ 第⼀項の事業場を廃⽌した事業者は、特別管理産業廃棄物発⽣事業場廃⽌報告書（様式第⼗⼀）によりその旨を知事に報告し
なければならない。

全部改正〔平成⼀⼆年規則⼀三六号〕、⼀部改正〔平成⼆三年規則⼆五号〕
（産業廃棄物の処理実績等の報告）
第⼗条 令第七条第⼗四号に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置している事業者（産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄

物処分業者を除く。）は、毎年六⽉三⼗⽇までに、その年の三⽉三⼗⼀⽇以前の⼀年間の当該最終処分場における産業廃棄物⼜
は特別管理産業廃棄物の埋⽴処分に関し、産業廃棄物最終処分場処分実績報告書（様式第⼗⼆）を知事に提出しなければならな
い。

２ 産業廃棄物収集運搬業者⼜は特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、毎年六⽉三⼗⽇までに、その年の三⽉三⼗⼀⽇以前の⼀年
間における産業廃棄物⼜は特別管理産業廃棄物の県外への運搬に関し、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書（様式
第⼗三）を知事に提出しなければならない。ただし、当該産業廃棄物⼜は特別管理産業廃棄物の県外への運搬を⾏つていない場
合は、この限りでない。

３ 産業廃棄物処分業者⼜は特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年六⽉三⼗⽇までに、その年の三⽉三⼗⼀⽇以前の⼀年間におけ
る産業廃棄物⼜は特別管理産業廃棄物の処分に関し、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分実績報告書（様式第⼗四）を知事に
提出しなければならない。

追加〔平成⼀三年規則七〇号〕、⼀部改正〔平成⼀九年規則六七号・⼆三年⼆五号〕
（⼀般廃棄物処理施設設置許可申請書等）
第⼗⼀条 法第⼋条第⼆項に規定する申請書は、⼀般廃棄物処理施設設置許可申請書（様式第⼗五）のとおりとする。
２ 知事は、法第⼋条第⼀項の規定による許可⼜は法第九条第⼀項の規定による変更の許可をしたときは、⼀般廃棄物処理施設設

置・変更許可証（様式第⼗六）を交付するものとする。
追加〔平成⼀⼆年規則⼀三六号〕、⼀部改正〔平成⼆三年規則⼆五号〕

（⼀般廃棄物処理施設の設置の届出）
第⼗⼆条 法第九条の三第⼀項の規定による届出は、⼀般廃棄物処理施設設置届出書（様式第⼗七）によりしなければならない。

追加〔平成⼀⼆年規則⼀三六号〕、⼀部改正〔平成⼆三年規則⼆五号〕
（⾮常災害に係る⼀般廃棄物処理施設の設置の届出）
第⼗⼆条の⼆ 法第九条の三の三第⼀項の規定による届出は、⾮常災害に係る⼀般廃棄物処理施設設置届出書（様式第⼗七の⼆）

によりしなければならない。
２ 前項の届出書には、同項及び省令第五条の⼗の四第⼆項各号に掲げるもののほか、市町村から⾮常災害により⽣じた廃棄物の

処分の委託を受けた者であることを証する書類を添付しなければならない。
追加〔平成⼆⼋年規則⼆三号〕

（⼀般廃棄物処理施設使⽤前検査申請書等）
第⼗三条 次の各号に掲げる申請書、書⾯、報告書、届出書⼜は受理書は、当該各号に定める様式のとおりとする。

⼀ 省令第四条の四第⼀項に規定する申請書 ⼀般廃棄物処理施設使⽤前検査申請書（様式第⼗⼋）
⼆ 省令第四条の四の⼆に規定する申請書 ⼀般廃棄物処理施設定期検査申請書（様式第⼗九）
三 省令第四条の四の四に規定する書⾯ 定期検査結果通知書（様式第⼆⼗）
四 省令第四条の⼗七に規定する報告書 特定⼀般廃棄物最終処分場状況等報告書（様式第⼆⼗⼀）
五 省令第五条の三第⼀項に規定する申請書 ⼀般廃棄物処理施設変更許可申請書（様式第⼆⼗⼆）



六 省令第五条の四の⼆第⼀項及び第五条の九の⼆第⼀項（省令第五条の⼗の⼗⼆において準⽤する場合を含む。）に規定する
届出書 ⼀般廃棄物処理施設軽微変更等届出書（様式第⼆⼗三）

七 省令第五条の五第⼀項及び第五条の⼗第⼀項に規定する届出書 ⼀般廃棄物の最終処分場の埋⽴処分終了届出書（様式第⼆
⼗四）

⼋ 省令第五条の五の⼆第⼀項及び第五条の⼗の⼆第⼀項に規定する申請書 ⼀般廃棄物最終処分場廃⽌確認申請書（様式第⼆
⼗五）

⼋の⼆ 省令第五条の五の⼆の⼆第⼀項及び第五条の⼗の⼆の⼆第⼀項に規定する申請書 ⼀般廃棄物最終処分場廃⽌確認申請
書（様式第⼆⼗五の⼆）

九 省令第五条の五の三及び第⼗⼆条の⼗⼀の三に規定する届出書 ⼀般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設⽋格要件該当届
出書（様式第⼆⼗六）

⼗ 省令第五条の五の五第⼀項に規定する申請書 ⼀般廃棄物熱回収施設設置者認定申請書（様式第⼆⼗七）
⼗⼀ 省令第五条の五の⼗第⼀項に規定する届出書 ⼀般廃棄物熱回収施設休廃⽌等届出書（様式第⼆⼗⼋）
⼗⼆ 省令第五条の五の⼗⼀第⼀項に規定する報告書 ⼀般廃棄物熱回収報告書（様式第⼆⼗九）
⼗三 省令第五条の⼋第⼀項（省令第五条の⼗の⼗において準⽤する場合を含む。）に規定する届出書 ⼀般廃棄物処理施設変

更届出書（様式第三⼗）
⼗四 省令第五条の⼗⼀第⼀項に規定する申請書 ⼀般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書（様式第三⼗⼀）
⼗五 省令第五条の⼗⼆第⼀項に規定する申請書 合併・分割認可申請書（様式第三⼗⼆）
⼗六 省令第六条第⼀項に規定する届出書 ⼀般廃棄物処理施設相続届出書（様式第三⼗三）
⼗七 省令第⼗条の⼗の三及び第⼗条の⼆⼗四に規定する届出書 産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業・特別管理産業廃

棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物処分業⽋格要件該当届出書（様式第三⼗四）
⼗⼋ 省令第⼗⼆条の七の⼗七第⼆項に規定する届出書 産業廃棄物処理施設において処理する⼀般廃棄物に係る届出書（様式

第三⼗五）
⼗九 省令第⼗⼆条の七の⼗七第四項に規定する受理書 産業廃棄物処理施設において処理する⼀般廃棄物に係る届出に関する

受理書（様式第三⼗六）
２ 知事は、法第九条の⼆の四第⼀項の規定による認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証（様式第三⼗七）を交付するもの

とする。
３ 省令第⼗⼆条の七の⼗七第五項の規定による変更⼜は廃⽌の届出は、産業廃棄物処理施設において処理する⼀般廃棄物に係る

変更（廃⽌）届出書（様式第三⼗⼋）によりしなければならない。
追加〔平成⼀⼆年規則⼀三六号〕、⼀部改正〔平成⼀三年規則⼀⼀号・⼀六年三⼆号・⼀七年⼀⼆六号・⼆三年⼆五
号・⼆⼋年⼆三号・⼆九年三七号〕

（⼀般廃棄物処理施設設置許可申請書等に係る添付書類）
第⼗四条 法第⼋条第⼆項若しくは省令第五条の三第⼀項、第五条の⼗⼀第⼀項若しくは第五条の⼗⼆第⼀項に規定する申請書⼜

は省令第六条第⼀項に規定する届出書には、法第⼋条第三項（法第九条第⼆項において準⽤する場合を含む。）⼜は省令第三条
第五項、第五条の三第三項、第五条の⼗⼀第⼆項、第五条の⼗⼆第⼆項若しくは第六条第⼆項に規定するもののほか、次に掲げ
る書類を添付しなければならない。
⼀ 直前三年の各事業年度における確定申告書の写し
⼆ 直前三年の各事業年度における確定申告書の添付書類の写し
三 ⾦融機関の預⾦の残⾼証明書、融資証明書等の資⾦を確保することができることを証する書類
四 今後五年間の事業に係る収⽀計画書に基づいて中⼩企業診断⼠⼜は公認会計⼠が作成した経営診断書
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

２ 前項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる書類は、申請者⼜は届出者が直前三年の各事業年度において営業活動の実績を
有する場合であつて、直前の事業年度において損益計算書上の経常利益⾦額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た
額（以下「経常利益⾦額等」という。）が零を超え、かつ、貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負
債の額の合計額で除して得た値（以下「⾃⼰資本⽐率」という。）が百分の⼗以上である場合その他知事が定める場合にあつて
は、添付を要しない。

３ 省令第四条の四第⼀項に規定する申請書（令第五条第⼀項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設に係るものに限る。）に
は、知事が必要と認めた場合にあつては、省令第四条の四第⼆項に規定するもののほか、法第⼋条の三第⼀項に規定する技術上
の基準及び法第⼋条第⼆項に規定する申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について法第九条第⼀項の規定による
変更の許可を受けたときは、変更後のもの）に係る当該⼀般廃棄物処理施設の試運転の結果を記載した書類を添付しなければな
らない。

全部改正〔平成⼀四年規則四⼋号〕、⼀部改正〔平成⼀九年規則⼀四号・六七号・⼆三年⼆五号・⼆⼋年⼆三号・⼆九
年三七号〕

（⼆以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書等に係る添付書類）
第⼗四条の⼆ 法第⼗⼆条の七第⼆項に規定する申請書⼜は省令第⼋条の三⼗⼋の六第⼀項に規定する申請書には、省令第⼋条の

三⼗⼋の五第四項⼜は第⼋条の三⼗⼋の六第⼆項に規定するもののほか、前条第⼀項第⼀号から第四号までに掲げる書類で処理
者（申請者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬⼜は処分を⾏うものをいう。次項において同じ。）に係るもの（同項第⼆
号に掲げる書類にあつては、処分を⾏う場合に限る。）その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。



２ 前項の規定にかかわらず、処理者が直前三年の各事業年度において営業活動の実績を有する場合であつて、直前の事業年度に
おいて経常利益⾦額等が零を超え、かつ、⾃⼰資本⽐率が百分の⼗以上である場合その他知事が定める場合にあつては、これら
の場合に該当する処理者に係る前条第⼀項第四号に掲げる書類は、添付を要しない。

追加〔平成三〇年規則三五号〕
（産業廃棄物処理業許可申請書等に係る添付書類）
第⼗五条 省令第九条の⼆第⼀項に規定する申請書、省令第⼗条の九第⼀項に規定する申請書（産業廃棄物収集運搬業に係るもの

に限る。）、省令第⼗条の⼗⼆第⼀項に規定する申請書⼜は省令第⼗条の⼆⼗⼆第⼀項に規定する申請書（特別管理産業廃棄物
収集運搬業に係るものに限る。）には、省令第九条の⼆第⼆項（省令第⼗条の九第⼆項、第⼗条の⼗⼆第⼆項及び第⼗条の⼆⼗
⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。）に規定するもののほか、第⼗四条第⼀項第⼀号、第三号及び第四号に掲げる書類その
他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

２ 省令第⼗条の四第⼀項に規定する申請書、省令第⼗条の九第⼀項に規定する申請書（産業廃棄物処分業に係るものに限
る。）、省令第⼗条の⼗六第⼀項に規定する申請書、省令第⼗条の⼆⼗⼆第⼀項に規定する申請書（特別管理産業廃棄物処分業
に係るものに限る。）、省令第⼗⼀条第⼀項、第⼗⼆条の九第⼀項、第⼗⼆条の⼗⼀の⼗⼆第⼀項若しくは第⼗⼆条の⼗⼀の⼗
三第⼀項に規定する申請書⼜は省令第⼗⼆条の⼗⼆第⼀項に規定する届出書には、省令第⼗条の四第⼆項（省令第⼗条の九第三
項、第⼗条の⼗六第⼆項及び第⼗条の⼆⼗⼆第三項において準⽤する場合を含む。）、第⼗条の⼗六第三項（省令第⼗条の⼆⼗
⼆第三項において準⽤する場合を含む。）、第⼗⼀条第六項、第⼗⼆条の九第三項、第⼗⼆条の⼗⼀の⼗⼆第⼆項、第⼗⼆条の
⼗⼀の⼗三第⼆項⼜は第⼗⼆条の⼗⼆第⼆項に規定するもののほか、第⼗四条第⼀項第⼀号から第四号までに掲げる書類その他
知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

３ 前⼆項の規定にかかわらず、第⼗四条第⼀項第四号に掲げる書類は、申請者⼜は届出者が直前三年の各事業年度において営業
活動の実績を有する場合であつて、直前の事業年度において経常利益⾦額等が零を超え、かつ、⾃⼰資本⽐率が百分の⼗以上で
ある場合その他知事が定める場合にあつては、添付を要しない。

４ 省令第⼗⼆条の四第⼀項に規定する申請書（令第七条第三号、第五号、第⼋号、第⼗号の⼆及び第⼗⼀号の⼆から第⼗三号の
⼆までに掲げる産業廃棄物処理施設に係るものに限る。）には、知事が必要と認めた場合にあつては、省令第⼗⼆条の四第⼆項
に規定するもののほか、法第⼗五条の⼆の三第⼀項に規定する技術上の基準及び法第⼗五条第⼆項に規定する申請書に記載した
維持管理に関する計画（当該計画について法第⼗五条の⼆の六第⼀項の規定による変更の許可を受けたときは、変更後のもの）
に係る当該産業廃棄物処理施設の試運転の結果を記載した書類を添付しなければならない。

追加〔平成⼀四年規則四⼋号〕、⼀部改正〔平成⼀六年規則三⼆号・⼀七年⼀⼆六号・⼀九年⼀四号・六七号・⼆三年
⼆五号・⼆⼋年⼆三号・三〇年三五号〕

（最終処分場終了届出台帳）
第⼗六条 法第⼗九条の⼗⼆第⼀項に規定する台帳は、最終処分場終了届出台帳（様式第三⼗九）のとおりとする。
２ 法第⼗九条の⼗⼆第三項の規定による台帳の閲覧の請求は、最終処分場終了届出台帳閲覧請求書（様式第四⼗）によりしなけ

ればならない。
追加〔平成四年規則六⼀号〕、⼀部改正〔平成⼀〇年規則七〇号・⼀⼆年⼀三六号・⼀三年七〇号・⼀七年⼀⼆六号・
⼆三年⼆五号・三〇年三五号〕

（廃棄物再⽣事業者の登録の申請等）
第⼗七条 法第⼆⼗条の⼆第⼀項の規定による登録の申請は、廃棄物再⽣事業者登録申請書（様式第四⼗⼀）によりしなければな

らない。
２ 令第⼗九条に規定する登録証明書は、廃棄物再⽣事業者登録証明書（様式第四⼗⼆。以下「登録証明書」という。）のとおり

とする。
３ 令第⼆⼗条の規定による変更の届出は、登録廃棄物再⽣事業者変更届出書（様式第四⼗三）によりするものとし、令第⼗七条

第⼀項第⼀号から第三号までに掲げる事項の変更にあつては、登録証明書を添えなければならない。
４ 令第⼆⼗⼀条の規定による事業場の廃⽌、休⽌⼜は再開の届出は、登録廃棄物再⽣事業者事業場廃⽌・休⽌・再開届出書（様

式第四⼗四）によりするものとし、事業場の廃⽌の届出にあつては、登録証明書を添えなければならない。
追加〔平成四年規則六⼀号〕、⼀部改正〔平成⼀⼆年規則⼀三六号・⼀三年七〇号・⼀七年⼀⼆六号・⼆三年⼆五号〕

（許可証等の再交付申請等）
第⼗⼋条 法第⼋条第⼀項、第⼗四条第⼀項若しくは第六項、第⼗四条の四第⼀項若しくは第六項若しくは第⼗五条第⼀項の規定

による許可を受けた者、法第九条の⼆の四第⼀項、第⼗⼆条の七第⼀項若しくは第⼗五条の三の三第⼀項の規定による認定を受
けた者、法第⼆⼗条の⼆第⼀項の規定による登録を受けた者⼜は再⽣利⽤個別指定業者（以下「⼀般廃棄物処理施設の設置者
等」という。）は、許可証、認定証、登録証明書⼜は指定証（以下「許可証等」という。）を毀損し、汚損し、⼜は亡失したと
きは、再交付申請書（様式第四⼗五）により、その再交付を知事に申請することができる。許可証等を毀損し、⼜は汚損した場
合においては、当該毀損し、⼜は汚損した許可証等を添えなければならない。

２ ⼀般廃棄物処理施設の設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、知事に許可証等を返納しなければならな
い。
⼀ 許可、認定、登録⼜は再⽣利⽤個別指定を取り消されたとき。
⼆ 法第九条第⼀項、第⼗四条の⼆第⼀項、第⼗四条の五第⼀項若しくは第⼗五条の⼆の六第⼀項の規定による変更の許可⼜は

第四条第⼀項若しくは第五条第⼀項の規定による申請に対する指定を受けたとき。
三 許可証等の再交付を受けた後亡失した許可証等を発⾒したとき。



追加〔平成四年規則六⼀号〕、⼀部改正〔平成⼀〇年規則七〇号・⼀⼆年⼀三六号・⼀六年三⼆号・⼆三年⼆五号・三
〇年三五号〕

（提出書類の部数及び経由）
第⼗九条 法、令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類（以下「提出書類」という。）の部数は、次のとおりとす

る。
⼀ 省令第⼋条の⼆の四第⼀項、同条第⼆項（省令第⼋条の⼆の七第⼆項（省令第⼋条の⼗三の六において準⽤する場合を含

む。）及び第⼋条の⼗三の五第⼆項において準⽤する場合を含む。）、省令第⼋条の⼆の五、第⼋条の⼆の六及び第⼋条の⼆
の七第⼀項（これらの規定を省令第⼋条の⼗三の六において準⽤する場合を含む。）並びに省令第⼋条の⼗三の五第⼀項に規
定する届出書、書類及び図⾯（以下「保管の届出に係る提出書類」という。）、省令第⼗条の⼗の三及び第⼗条の⼆⼗四に規
定する届出書（産業廃棄物収集運搬業⼜は特別管理産業廃棄物収集運搬業に係るものに限る。）、省令第⼗三条の三、第⼗三
条の四及び第⼗三条の⼗⼀に規定する届出書、書類及び図⾯、第九条、第⼗条、第⼗五条第⼀項及び第⼗六条第⼆項に規定す
る書類、第⼗七条に規定する書類（主たる事業場が名古屋市の区域内にある者の提出する書類に限る。）並びに前条第⼀項に
規定する書類（法第⼋条第⼀項、第⼗四条第⼀項、第⼗四条の四第⼀項及び第⼗五条第⼀項の規定による許可を受けた者並び
に法第九条の⼆の四第⼀項及び第⼗五条の三の三第⼀項の規定による認定を受けた者の提出する書類に限る。） 正本⼀部

⼆ 前号に掲げる書類以外の提出書類 正本⼀部及び副本⼀部
２ 提出書類（第⼗六条第⼆項に規定する書類及び主たる事業場が名古屋市の区域内にある者の提出する第⼗七条に規定する書類

を除く。）は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める東三河総局⼜は県⺠事務所の⻑を経由しなければならない。
⼀ ⼀般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設及び再⽣利⽤個別指定に係る提出書類 当該処理施設及び当該再⽣利⽤個別指定

に係る施設の所在地を所管する東三河総局⼜は県⺠事務所の⻑
⼆ 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業に係る提出書類 当該処分業に係る主たる処理施設の所在地を所管する東

三河総局⼜は県⺠事務所の⻑
三 保管の届出に係る提出書類 当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の保管の場所を所管する東三河総局⼜は県⺠事務所の

⻑
四 省令第⼋条の⼆⼗七及び第⼋条の⼆⼗九並びに第九条に規定する書類 事業場の所在地を所管する東三河総局⼜は県⺠事務

所の⻑
五 第⼗七条に規定する書類 主たる事業場の所在地を所管する東三河総局⼜は県⺠事務所の⻑
六 前各号に掲げる書類以外の提出書類 県内（名古屋市、豊橋市、岡崎市、⼀宮市及び豊⽥市の区域を除く。以下同じ。）の

主たる事業場の所在地（事業場が県内にない場合は、県内の主たる事務所の所在地（事務所が県内にないときは、県内の主た
る営業区域））を所管する東三河総局⼜は県⺠事務所の⻑

全部改正〔平成四年規則六⼀号〕、⼀部改正〔平成⼀〇年規則四三号・七〇号・⼀⼀年三四号・⼀⼆年⼀三六号・⼀三
年七〇号・⼀四年四⼋号・⼀六年三⼆号・⼀七年⼀⼆六号・⼀九年六七号・⼆〇年三四号・⼆三年⼆五号・⼆四年⼆⼆
号・⼆⼋年⼆三号・三〇年三五号・令和三年⼀五号〕

附 則
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、附則第三項の規定は、昭和五⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。
２ この規則の施⾏の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則に基づいて提出されている書類は、この規則の

相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
３ 愛知県⼿数料規則（昭和三⼗年愛知県規則第⼋⼗⼀号）の⼀部を次のように改正する。

（次のよう略）
附 則（昭和五⼗三年六⽉⼗⼆⽇規則第六⼗号）

この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（昭和六⼗年九⽉⼆⼗七⽇規則第六⼗七号抄）

（施⾏期⽇）
１ この規則は、昭和六⼗年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（昭和六⼗⼆年九⽉⼗四⽇規則第七⼗六号）
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
２ この規則の施⾏の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則の規定に基づいて作成されている産業廃棄物処

理業許可証の⽤紙は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則の規定にかかわらず、当分の間、使⽤することがで
きる。

附 則（平成四年七⽉三⽇規則第六⼗⼀号）
この規則は、平成四年七⽉四⽇から施⾏する。

附 則（平成五年三⽉三⼗⼀⽇規則第三⼗号）
１ この規則は、平成五年四⽉⼀⽇から施⾏する。
２ この規則の施⾏の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書等の⽤紙は、改正後の各規則の規定にかかわ

らず、当分の間、使⽤することができる。
附 則（平成⼗年三⽉三⼗⽇規則第四⼗三号）

この規則は、平成⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則（平成⼗年六⽉⼗七⽇規則第七⼗号）



この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成⼗⼀年三⽉三⼗⼀⽇規則第三⼗四号）

この規則は、平成⼗⼀年四⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則（平成⼗⼆年九⽉⼆⼗九⽇規則第百三⼗六号）

１ この規則は、平成⼗⼆年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。
２ この規則の施⾏の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則の⼀部を改正する省令（平成⼗⼆年厚⽣省令第百⼀号）

による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則（昭和四⼗六年厚⽣省令第三⼗五号。以下「改正前の省令」とい
う。）第⼗四条第⼀項の規定により提出されている特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書は、改正後の廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施⾏細則（以下「改正後の規則」という。）第⼆条第⼀項の規定により提出された特別管理産業廃棄物発⽣事業
場設置報告書とみなす。

３ この規則の施⾏の際現に特別管理産業廃棄物を⽣ずる事業場を設置している事業者であって、改正前の省令第⼗四条第⼀項の
規定による特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書の提出をしていないものは、この規則の施⾏の⽇から三⼗⽇以内に、改正
後の規則第⼆条第⼀項の特別管理産業廃棄物発⽣事業場設置報告書を提出しなければならない。

４ 前項の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書を提出した者については、改正後の規則第⼆条第⼆項の規定を準
⽤する。

附 則（平成⼗三年⼀⽉五⽇規則第⼀号抄）
１ この規則は、平成⼗三年⼀⽉六⽇から施⾏する。

附 則（平成⼗三年三⽉⼆⼗七⽇規則第⼗⼀号）
この規則は、平成⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（平成⼗三年七⽉⼆⼗四⽇規則第七⼗号）
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
２ 平成⼗三年三⽉三⼗⼀⽇以前の⼀年間における産業廃棄物⼜は特別管理産業廃棄物の処理に係る改正後の廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施⾏細則（以下「新規則」という。）第⼆条の⼆の規定の適⽤については、同条中「毎年六⽉三⼗⽇」とあるの
は、「平成⼗三年⼋⽉三⼗⼀⽇」とする。

３ この規則の施⾏の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則の規定に基づいて作成されている申請書等の⽤
紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使⽤することができる。

附 則（平成⼗四年三⽉⼆⼗九⽇規則第四⼗⼋号）
この規則は、平成⼗四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（平成⼗六年三⽉三⼗⽇規則第三⼗⼆号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成⼗七年⼗⼆⽉⼆⼗七⽇規則第百⼆⼗六号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成⼗九年三⽉⼆⼗三⽇規則第⼗四号）
この規則は、平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（平成⼗九年⼗⼆⽉⼆⼗⼋⽇規則第六⼗七号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第⼆条の⼆及び第⼗条第⼆項第三号の改正規定、様式第九の三を削る改正規定、

様式第九の四を様式第九の三とする改正規定並びに様式第九の五を様式第九の四とする改正規定は、平成⼆⼗年四⽉⼀⽇から施⾏
する。

附 則（平成⼆⼗年三⽉⼆⼗⼋⽇規則第三⼗四号抄）
１ この規則は、平成⼆⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（平成⼆⼗三年三⽉⼆⼗九⽇規則第⼆⼗五号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成⼆⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ この規則の施⾏の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則（以下「旧規則」という。）第⼀条第⼀項若し
くは第⼆項の指定（同条第四項の指定の延⻑を含む。）を受けている者⼜はこの規則の施⾏前にした指定の申請に基づきこの規
則の施⾏後に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則（昭和四⼗六年厚⽣省令第三⼗五号）第九条第⼆号若しくは第⼗条の
三第⼆号に規定する知事の指定を受けた者については、当該指定の有効期間が満了するまでは、改正後の廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施⾏細則第⼆条から第四条まで及び第六条から第⼋条までの規定は適⽤せず、なお従前の例による。

３ この規則の施⾏前に旧規則第⼀条第⼀項⼜は第⼆項の指定（同条第四項の指定の延⻑を含む。）の申請をした者の当該申請に
係る指定の基準については、なお従前の例による。
（⾏政⼿続等における情報通信の技術の利⽤に関する規則の⼀部改正）

４ ⾏政⼿続等における情報通信の技術の利⽤に関する規則（平成⼗六年愛知県規則第五⼗九号）の⼀部を次のように改正する。
（次のよう略）

附 則（平成⼆⼗四年三⽉三⼗⽇規則第⼆⼗⼆号抄）
１ この規則は、平成⼆⼗四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（平成⼆⼗五年三⽉⼆⼗六⽇規則第九号）



１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
２ この規則の施⾏の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則の規定に基づいて作成されている⼀般廃棄物処

理施設設置許可申請書、⼀般廃棄物処理施設変更許可申請書、⼀般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書及び⼀般廃棄物処
理施設相続届出書の⽤紙は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏細則の規定にかかわらず、当分の間、使⽤するこ
とができる。

附 則（平成⼆⼗⼋年三⽉⼆⼗九⽇規則第⼆⼗三号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、様式第九の改正規定は平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇から、第⼗五条第四項の改正規定は

平成⼆⼗九年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則（平成⼆⼗九年九⽉⼆⼗九⽇規則第三⼗七号）

この規則は、平成⼆⼗九年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、第六条第⼀項及び第⼗四条第三項の改正規定は、公布の⽇から施⾏
する。

附 則（平成三⼗年三⽉三⼗⽇規則第三⼗五号）
この規則は、平成三⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（令和元年六⽉⼆⼗⼋⽇規則第四⼗九号）
この規則は、令和元年七⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（令和三年三⽉三⼗⽇規則第⼗五号）
この規則は、令和三年四⽉⼀⽇から施⾏する。
様式第１（第２条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01375.rtf


全部改正〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第２（第３条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01376.rtf


全部改正〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第３（第４条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01377.rtf


全部改正〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第４（第５条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01378.rtf




全部改正〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第５（第６条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01379.rtf


全部改正〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第６（第６条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01380.rtf


全部改正〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第７（第６条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01381.rtf


追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第８（第７条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01382.rtf


追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第９（第９条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01383.rtf


追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成13年規則70号・23年25号・28年23号・令和元年49号〕
様式第10（第９条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01384.rtf


追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成23年規則25号・令和元年49号〕
様式第11（第９条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01385.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・12年136号・13年70号・23年25号・令和元年49号〕
様式第12（第10条関係）

追加〔平成13年規則70号〕、⼀部改正〔平成23年規則25号・令和元年49号〕
様式第13（第10条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01386.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01387.rtf


追加〔平成13年規則70号〕、⼀部改正〔平成19年規則67号・23年25号・令和元年49号〕
様式第14（第10条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01388.rtf


追加〔平成13年規則70号〕、⼀部改正〔平成19年規則67号・23年25号・令和元年49号〕
様式第15（第11条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01389.rtf








追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成16年規則32号・23年25号・25年９号・28年23号・令和元年49号〕
様式第16（第11条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01390.rtf


追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成17年規則126号・20年34号・23年25号・24年22号・令和元年49号〕
様式第17（第12条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01391.rtf




追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成23年規則25号・28年23号・令和元年49号〕
様式第17の２（第12条の２関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01392.rtf








追加〔平成28年規則23号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第18（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01393.rtf


追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成19年規則67号・23年25号・令和元年49号〕
様式第19（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01394.rtf


追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第20（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01395.rtf


追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第21（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01396.rtf


追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成13年規則１号・70号・19年67号・23年25号・令和元年49号〕
様式第22（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01397.rtf






追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔平成25年規則９号・令和元年49号〕
様式第23（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01398.rtf


追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成17年規則126号・19年14号・23年25号・28年23号・令和元年49号〕
様式第24（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01399.rtf




追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成16年規則32号・19年67号・23年25号・29年37号・令和元年49号〕
様式第25（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01400.rtf




追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成13年規則１号・16年32号・19年67号・23年25号・29年37号・令和元
年49号〕

様式第25の２（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01401.rtf


追加〔平成29年規則37号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第26（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01402.rtf


追加〔平成17年規則126号〕、⼀部改正〔平成23年規則25号・令和元年49号〕
様式第27（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01403.rtf


追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第28（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01404.rtf


追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第29（第13条関係）

追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第30（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01405.rtf
https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01406.rtf




追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成13年規則１号・17年126号・23年25号・28年23号・令和元年49号〕
様式第31（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01407.rtf






追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成16年規則32号・23年25号・25年９号・令和元年49号〕
様式第32（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01408.rtf








追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成13年規則11号・16年32号・23年25号・令和元年49号〕
様式第33（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01409.rtf




追加〔平成12年規則136号〕、⼀部改正〔平成16年規則32号・23年25号・25年９号・令和元年49号〕
様式第34（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01410.rtf


追加〔平成17年規則126号〕、⼀部改正〔平成23年規則25号・令和元年49号〕
様式第35（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01411.rtf


追加〔平成16年規則32号〕、⼀部改正〔平成17年規則126号・19年67号・23年25号・28年23号・29年37号・令和元
年49号〕

様式第36（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01412.rtf


追加〔平成16年規則32号〕、⼀部改正〔平成17年規則126号・19年67号・23年25号・28年23号・29年37号・令和元
年49号〕

様式第37（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01413.rtf


追加〔平成23年規則25号〕、⼀部改正〔平成24年規則22号・令和元年49号〕
様式第38（第13条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01414.rtf


追加〔平成16年規則32号〕、⼀部改正〔平成17年規則126号・23年25号・28年23号・令和元年49号〕
様式第39（第16条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01415.rtf




追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・10年70号・11年34号・12年136号・19年67号・23年25
号・29年37号・令和元年49号〕

様式第40（第16条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01416.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・10年70号・12年136号・13年70号・17年126号・23年
25号・30年35号・令和元年49号〕

様式第41（第17条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01417.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・12年136号・13年70号・23年25号・令和元年49号〕
様式第42（第17条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01418.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・12年136号・13年70号・17年126号・23年25号・令和元
年49号〕

様式第43（第17条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01419.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・12年136号・13年70号・17年126号・23年25号・令和元
年49号〕

様式第44（第17条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01420.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・12年136号・13年70号・17年126号・23年25号・令和元
年49号〕

様式第45（その１）（第18条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01421.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・12年136号・13年70号・23年25号・令和元年49号〕
様式第45（その２）（第18条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/35290210000900000000/50390210001500000000/yousiki01422.rtf


追加〔平成４年規則61号〕、⼀部改正〔平成５年規則30号・12年136号・13年70号・23年25号・令和元年49号〕


